
令和６年 12月 第１回定例庁議 

 

１ 開催日時 令和６年 12月３日（火）午前９時 30分～午前 10時 55分 
 
２ 開催場所 ４階特別会議室 
 
３ 付議事項（第６条） 

 

⑴ 指示事項（市長の指示、注意等） 

12月定例会が始まっており、一般質問、委員会等についても各部課において対応

をお願いする。 

 

 ⑵ 審議事項（市行政運営の基本方針、総合計画、重要議案、主要事業計画等の策定

及び調整に関すること） 

①  第３期丸亀市こども未来計画（案）について（健康福祉部長） 

令和６年度までを計画期間とする第２期こども未来計画について、見直しを行い、

令和７年度から５年間の計画策定に向けた素案について説明を行う。 

（資料に基づき説明＝健康福祉部子育て支援課企画担当長） 

こども未来計画にも記載のある待機児童数の算出方法の見直しについて説明を

行う。 

（資料に基づき説明＝教育部幼保運営課長） 

 

② 丸亀市人口ビジョン改定（案）及び 第３期丸亀市未来を築く総合戦略（原案）

について（市長公室長） 

国による人口推計が発表されたことに伴い、本市における令和２年３月改訂の人

口ビジョンについて今年度中に改訂を行う案と、人口ビジョンを踏まえた第３期丸

亀市未来を築く総合戦略の骨格となる原案について説明を行う。（市長公室長） 

第３期丸亀市未来を築く総合戦略は、国が推進する行政計画のスリム化への取り

組みとして、令和７年度に見直しを行う丸亀市総合計画に行革プランと併せて統合

するため、総合計画策定までの計画とする。（市長公室政策課長） 

（資料に基づき説明＝市長公室政策課） 

 

 ⑶ 報告事項（市政に重大な影響を与える法令等の制定改廃、国及び県の動向、又は 

重要な事務事業の進行状況に関すること） 

①  丸亀市猪熊弦一郎現代美術館の観覧料の適正化について（協働推進部長） 

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館指定管理者と協議が整った結果を報告する。 

 （資料に基づき説明＝協働推進部まなび文化課長） 

 

②  小学校屋内運動場（体育館）への空調設備の導入について（教育部） 

（資料に基づき説明＝教育部総務課長） 

 



③  笹川スポーツ財団との包括連携協定書の締結について（政策課長） 

（資料に基づき説明） 

 

４ その他 

①  市制施行 20周年顕彰行事の実施について（市長公室長） 

市制施行 20 周年記念式典において顕彰事業を行うため、各部課において広い分

野での該当者の候補を挙げていただきたい。 

（資料に基づき説明） 

 

②  令和６年度議会報告会・意見交換会開催結果（議会事務局） 

10月 28日(月)開催の議会報告会と意見交換会をまとめたので報告する。学生か

らの意見等もあり各部課の取組の参考にしていただきたい。 

 

③ 第 10期若手職員まちづくり研究チームの活動報告「ナッジの積極的な活用につい

て」（市長公室長） 

（資料に基づき説明＝若手職員まちづくり研究チーム） 

 【講評】 

（市長）効果が目に見えて出ているため、今後業務に活用いただきたい。 

（副市長）行政が抱える課題解決のツールとして、ナッジ理論の活用の是非がまと

められていた。EAST フレームワークは職員としての行動としても馴染むため、

市が発信する表現的なものだけでなく、市民に接する際の行動の参考となるソ

フト的な位置づけとして活用していただきたい。 

・庁議構成員においても、各部課において事例を参考に活用の検討など広めてい

ただきたい。（政策課長） 

 

５ 副市長から 

  なし 

 

６ 教育長から 

 なし 

 

７ モーターボート競走事業管理者から 

今年度のレース開催日数は残り 73日となったが、令和７年５月の SGレースの開催

に至るまでに数々のレースもあり、年度の切り替わりの概念を持たず継続的に取り組

んでいきたいのでご協力をお願いする。 

 

 

 

 

 

 



８ 出席状況 

⑴ 庁議構成者（第５条） 
 
 

職 氏 名 出欠 

市 長 松永  恭二 ○ 

副 市 長 横田  拓也 ○ 

教 育 長 末澤  康彦 〇 

モーターボート  

競走事業管理者 
大 林  諭 〇 

市 長 公 室 長 栗山  佳子 〇 

総 務 部 長 七座  武史 〇 

健康福祉部長 谷本  智子 〇 

協働推進部長 田中  壽紀 〇 

都市整備部長 伊藤  秀俊 ○ 

産 業 生 活 部 長 林  裕 司 ○ 

ボートレース 

事 業 局 次 長 
冨士川  貴 欠 

教 育 部 長 窪田  徹也 ○ 

消 防 長 宮 脇  淳   ○ 

議会事務局長 渡辺  研介 ○ 

      

(2) 関係職員（第９条） 

   市長公室秘書課長             塩 田 佳 代 

市長公室職員課長             徳 田   寛 

総務部財務課長              高 倉 鋭 悟 

   第 10期若手職員まちづくり研究チーム 

 

(3) 事務局（市長公室秘書政策課） 

   市長公室政策課長             真 鍋 裕 章 

   市長公室政策課副課長           藤 井 慶 子 

   市長公室政策課主査            大 川   智 

   市長公室政策課主査            横 井 俊 介 


